
告 示

�愛媛県告示第１３８２号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに新居浜市役所において告示

の日から４月間縦覧に供する。

平成２６年１２月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

マルナカ新居浜本店 新居浜市上泉町甲１９
６６－１ 外

大規模小売店舗において小売
業を行う者の住所及び代表者
の氏名

株式会社スイートガ
ーデン
代表取締役
小池 和則
京都市中京区烏丸通
御池下る虎屋町５６６
番地１

株式会社スイートガ
ーデン
代表取締役
富川 俊昭
兵庫県神戸市西区高
塚台５丁目４番地１

平成２６年
４月１日
ほか

平成２６年
１２月９日

発 行 愛 媛 県
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株式会社キタムラ
代表取締役
北村 正志
高知県高知市本町４
丁目１番１６号

株式会社キタムラ
代表取締役
浜田 宏幸
高知県高知市本町４
丁目１番１６号

平成２２年
１月１日

株式会社宮脇書店
代表取締役
宮脇 富子
香川県高松市丸亀町
４番地８

株式会社宮脇書店
代表取締役
宮脇 範次
香川県高松市丸亀町
４番地８

平成２４年
１１月１２日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに新居浜市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１３８３号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部八幡浜支局商工観光室並びに大洲市役所において告示の

日から４月間縦覧に供する。

平成２６年１２月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

マルナカ大洲店 大洲市若宮１１１６－１
外

大規模小売店舗において小売
業を行う者の住所

堤製パン株式会社
代表取締役
堤 敏朗
四国中央市中曽根町
４０２－１

堤製パン株式会社
代表取締役
堤 敏朗
香川県観音寺市豊浜
町箕浦２５２２－１

平成１７年
１月１日

平成２６年
１２月９日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部八幡浜

支局商工観光室並びに大洲市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１３８４号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産

業経済部産業振興課商工観光室並びに新居浜市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２６年１２月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

愛 媛 県 報平成２６年１２月１９日 第２６３３号

１０３６
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大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

マルナカ新居浜本店 新居浜市上泉町甲１９
６６－１ 外

大規模小売店舗において小売
業を行う者の開店時刻 午前９時 午前７時 平成２６年

１２月１５日
平成２６年
１２月９日

来客が駐車場を利用すること
ができる時間帯

午前８時４０分から午
前０時２０分まで

午前６時４０分から午
前０時２０分まで

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに新居浜市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１３８５号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産

業経済部産業振興課商工観光室並びに西条市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２６年１２月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

マルナカ西条店 西条市福武字沢ノ前
甲９７１番１ 外

大規模小売店舗において小売
業を行う者の開店時刻 午前９時 午前７時 平成２６年

１２月１５日
平成２６年
１２月９日

来客が駐車場を利用すること
ができる時間帯

午前８時４０分から午
前０時２０分まで

午前６時４０分から午
前０時２０分まで

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに西条市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１３８６号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産

業経済部産業振興課商工観光室並びに宇和島市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２６年１２月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

愛 媛 県 報平成２６年１２月１９日 第２６３３号

１０３７
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�愛媛県告示第１３８８号
次の地籍調査の結果は、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第

１９条第２項の規定に基づき国土調査の成果として認証したから、同

条第４項の規定に基づき次のとおり公告する。

平成２６年１２月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 地籍調査の実施者、地域、調査期間及び成果の名称

実施者 地 域 調 査 期 間 成果の名称

松山市 星岡 平成２４年度から
平成２６年度まで

松山市の
地籍図及び地籍簿

松山市 天山 平成２４年度から
平成２６年度まで

松山市の
地籍図及び地籍簿

２ 認証年月日

平成２６年１２月１９日

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

マルナカ宇和島店 宇和島市保田字若藤
甲８４１番地２

大規模小売店舗において小売
業を行う者の開店時刻 午前９時 午前７時 平成２６年

１２月１５日
平成２６年
１２月９日

来客が駐車場を利用すること
ができる時間帯

午前８時４０分から午
前０時２０分まで

午前６時４０分から午
前０時２０分まで

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに宇和島市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１３８７号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産

業経済部八幡浜支局商工観光室並びに大洲市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２６年１２月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

マルナカ大洲店 大洲市若宮１１１６－１
外

大規模小売店舗において小売
業を行う者の開店時刻 午前９時 午前７時 平成２６年

１２月１５日
平成２６年
１２月９日

来客が駐車場を利用すること
ができる時間帯

午前８時４０分から午
前０時２０分まで

午前６時４０分から午
前０時２０分まで

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部八幡浜

支局商工観光室並びに大洲市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

愛 媛 県 報平成２６年１２月１９日 第２６３３号

１０３８
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�愛媛県告示第１３８９号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成２６年１２月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

東温市樋口字信ヶ谷乙３０３の３から乙３０３の５まで、乙３０３の８、

乙３０３の１０から乙３０３の１３まで、乙３０３の１９、乙３０３の２１、乙３０３の

２２、乙３０３の２４、乙３０３の２８、乙３０３の３０から乙３０３の３４まで、乙３０

５から乙３０８まで、乙３０９の１、乙３０９の２、乙３１２の１、乙３１２の２、

乙３２０、乙３２２、乙３２５の１、乙３２５の２、乙３２８、乙３３１、乙３３２の

１から乙３３２の３まで、乙３３３の１、乙３３３の３、乙３３３の４、乙３３

４、字椿ヶ谷乙３３５の１、乙３３６の１、乙３３８の１、乙３４１の１から

乙３４１の３まで、乙３４２から乙３４４まで、乙３４７、乙３４８の１、字日

吉谷乙３５３の１

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

字信ヶ谷乙３０３の３から乙３０３の５まで・乙３０３の８・乙３０３

の２１・乙３０３の２２・乙３３２の１から乙３３２の３まで・乙３３３の１・

乙３３３の４・乙３３４・字椿ヶ谷乙３３８の１・乙３４８の１（以上１４

筆について次の図に示す部分に限る。）、字信ヶ谷乙３３３の

３

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び東温市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１３９０号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２６年１２月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

四国中央市寒川町字寒川山乙７２

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

字寒川山乙７２（次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び四国中央市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第１３９１号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第７７条の３５の５第２項の規定により株式会社建築構造センターから構造計算適合性判定の業務を行

う事務所の所在地の変更の届出があったので、建築基準法に基づく指定構造計算適合性判定機関の指定（平成２３年１０月愛媛県告示第１２５２号）

の一部を次のように改正し、平成２６年１２月２２日から施行する。

平成２６年１２月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

�愛媛県告示第１３９２号
指定金融機関等の名称、位置、取り扱う事務の範囲等（昭和４８年９月愛媛県告示第８２２号）の一部を次のように改正し、平成２６年１２月２２

日から施行する。

平成２６年１２月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

改 正 後 改 正 前

２ 構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地 ２ 構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地

名 称 事務所の所在地 名 称 事務所の所在地

省略 省略

愛 知 事 務 所 愛知県名古屋市中区栄四丁目１４番２号 愛 知 事 務 所 愛知県名古屋市中区錦一丁目１７番１３号

省略 省略

愛 媛 県 報平成２６年１２月１９日 第２６３３号

１０３９
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次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

�愛媛県告示第１３９３号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項の規定により、次のとおり指定障害児通所支援事業者を指定した。

平成２６年１２月１９日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

�愛媛県告示第１３９４号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成２６年１２月１９日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

�愛媛県告示第１３９５号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、次のとおり指定居宅介護支援事業者を指定した。

平成２６年１２月１９日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

�愛媛県告示第１３９６号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

平成２６年１２月１９日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

改 正 後 改 正 前

一・二 省略

三 収納代理金融機関の名称、位置等

� 省略

� 店舗の名称、位置等

１ 収納代理総括店

一・二 省略

三 収納代理金融機関の名称、位置等

� 省略

� 店舗の名称、位置等

１ 収納代理総括店

名 称 位 置 名 称 位 置

省略

中国銀行川之江支店

省略

四国中央市川之江町４０６２番地４

省略

中国銀行川之江支店

省略

四国中央市川之江町４０６７番地１

２ 省略 ２ 省略

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８５０５００１３７ 株式会社鎌倉総合企画 香川県木田郡三木町氷
上４０６番地７ 鎌 倉 圭 佑 児童発達支援 ナイス にいはま 新居浜市上原一丁目１

番４６号
平成２６年
１２月１日

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

有限会社あさひ デイサービスたいよう 愛媛県西条市喜多川４５２番地１ 平成２６年１１月１日 通所介護

株式会社レインボーフラワー フィットネス型デイサービスセンター
煌き

愛媛県西条市三津屋南７番地７Ｋ＆Ｔ
－Ⅲ １階 平成２６年１１月２２日 通所介護

指定居宅介護支援事業者の名称
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

指定年月日 サービスの種類
名 称 所 在 地

白石産業合同会社 しらいし介護ステーション 愛媛県今治市旭町二丁目３番５号今治
地域地場産業振興センター 平成２６年１１月２７日 居宅介護支援

愛 媛 県 報平成２６年１２月１９日 第２６３３号

１０４０
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�愛媛県告示第１３９７号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障

害福祉サービス事業者を指定した。

平成２６年１２月１９日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

�愛媛県告示第１３９８号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２６年１２月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１３９９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年１２月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４００号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年１２月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

有限会社あさひ デイサービスたいよう 愛媛県西条市喜多川４５２番地１ 平成２６年１１月１日 介護予防通所介護

株式会社レインボーフラワー フィットネス型デイサービスセンター
煌き

愛媛県西条市三津屋南７番地７Ｋ＆Ｔ
－Ⅲ １階 平成２６年１１月２２日 介護予防通所介護

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１０２００６３８ 社会福祉法人名石会 今治市延喜甲３０１番地
１ 石 山 新 生活介護 障害者施設 のま 今治市延喜甲３０１番地

１
平成２６年
１２月１日

３８１０２００６３８ 社会福祉法人名石会 今治市延喜甲３０１番地
１ 石 山 新 就労継続支援

Ｂ型 障害者施設 のま 今治市延喜甲３０１番地
１

平成２６年
１２月１日

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２２）第１０８８４号 平成２２年
６月２７日 �さくら工業 桜井 健吾 今治市喜田村４－１３－５３ 平成２６年

１１月２８日 電気工事業 建設業の廃止
（一部）

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３１９号
四国中央市新宮町上山２９４５番４から

同町上山２９５７番４まで

旧 ４．４～１５．９ ０．０８５

新 １２．１～２２．７ ０．０８３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３１９号
四国中央市新宮町上山２９４５番４から

同町上山２９５７番４まで
平成２６年１２月１９日

愛 媛 県 報平成２６年１２月１９日 第２６３３号
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�愛媛県告示第１４０１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年１２月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４０２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年１２月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４０３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年１２月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４０４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年１２月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４０５号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成２６年１２月１９日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 川之江大豊線
四国中央市新宮町新宮６９６番１地先から

同町新宮７２６番地先まで

旧 ４．７～１８．３ ０．２３８

新 ８．４～２０．７ ０．２３８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 川之江大豊線
四国中央市新宮町新宮６９６番１地先から

同町新宮７２６番地先まで
平成２６年１２月１９日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 上猿田三島線
四国中央市中之庄町字宮ノ東６１２番１５から

同市中曽根町字下石床２６５７番８まで

旧 ４．９～６．２ ０．１０１

新 ５．３～６．４ ０．１０１

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 上猿田三島線
四国中央市中之庄町字宮ノ東６１２番１５から

同市中曽根町字下石床２６５７番８まで
平成２６年１２月１９日
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�愛媛県告示第１４０６号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

平成２６年１２月１９日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

�愛媛県告示第１４０７号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成２６年１２月１９日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

�愛媛県告示第１４０８号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、次のとおり指定居宅介護支援事業者を指定した。

平成２６年１２月１９日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

�愛媛県告示第１４０９号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

平成２６年１２月１９日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

�愛媛県告示第１４１０号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり指定居宅サービス事業を廃止

する旨の届出があった。

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

社会福祉法人 愛隣園 ホームヘルプサービス ガリラヤ荘 愛媛県東温市南方１７６６番地１ 平成２６年１１月１日 訪問介護

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

社会福祉法人 愛隣園 ホームヘルプサービス ガリラヤ荘 愛媛県東温市南方１７６６番地１ 平成２６年１１月１日 介護予防訪問介護

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社縁エンタープライズ デイサービス心音 愛媛県宇和島市栄町港２丁目４番１６号 平成２６年１１月１日 通所介護

株式会社ＪＢＰケアサポート 介護付き有料老人ホーム 空海の里 愛媛県大洲市柚木７５２番地１ 平成２６年１１月１日 特定施設入居者生
活介護

指定居宅介護支援事業者の名称
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

指定年月日 サービスの種類
名 称 所 在 地

ファミリー合同会社 アシスト居宅介護支援事業所 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城１７９番
地１ 平成２６年１１月１日 居宅介護支援

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社縁エンタープライズ デイサービス心音 愛媛県宇和島市栄町港２丁目４番１６号 平成２６年１１月１日 介護予防通所介護

株式会社ＪＢＰケアサポート 介護付き有料老人ホーム 空海の里 愛媛県大洲市柚木７５２番地１ 平成２６年１１月１日 介護予防特定施設
入居者生活介護
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公 告

平成２６年１２月１９日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

�愛媛県告示第１４１１号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５第２項の規定により、指定介護予防サービス事業者から次のとおり指定介護予防サービ

ス事業を廃止する旨の届出があった。

平成２６年１２月１９日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

�愛媛県告示第１４１２号
健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）附則第１３０条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた同

法第２６条の規定による改正前の介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１３条の規定により、次のとおり指定介護療養型医療施設の指定を辞

退する旨の届出があった。

平成２６年１２月１９日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

�愛媛県告示第１４１３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年１２月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２６年１２月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

社会福祉法人 白寿会 ヘルパーステーション西安 愛媛県八幡浜市大平１番耕地８７０番地
５号 平成２６年１１月３０日 訪問介護

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

社会福祉法人 白寿会 ヘルパーステーション西安 愛媛県八幡浜市大平１番耕地８７０番地
５号 平成２６年１１月３０日 介護予防訪問介護

指定介護療養型医療施設の開設者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設
辞退年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

菅 毅 菅外科胃腸科医院 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城１５９０ 平成２６年１１月２０日 介護療養型医療施
設

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 久万中山線
喜多郡内子町臼杵２５５０番２から

同町臼杵２５４５番１まで
平成２６年１２月１９日
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申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２６年１２月８日
特定非営利活動法人
共育コーディネートグループＳ
ＨＡＫＥ

敷 村 一 元 松山市水泥町９９５番地３
この法人は、子どもやその保護者、または子ど
もの健全育成に関わる者に対して、子どもの個
性、社会性、協調性、創造性等により構成され
る「社会力」を育てるための遊び等を通した活
動に関する事業を行い、人と人との輪を大切に
していくことで、子どもにやさしい、ふれあい
と活力あるまちづくりの推進に寄与することを
目的とする。

平成２６年１２月１９日 発行
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